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災害時においては、実質的かつ主体的

に災害対応に当たるのは危機・防災対策

課をはじめとする行政の関係課であり、議

会は主体的な役割を果たすものではあり

ません。その範囲で災害に対応することが

期待されています。 

このことを踏まえ、特に災害初期におい

ては、市では職員が災害情報の収集や応

急対策業務などに奔走し、混乱状態にある

ことが予想されることから、議員の情報収

集や要請などの行動については、その状

況と必要性を見極め、市の職員が初動体

制や応急対応に専念できるよう、配慮が必

要です。 

一方で、議会が自らの役割である監視

牽制機能と審議・議決機能を適正に実行す

るには、正確な情報を早期に収集しチェッ

クを行うことが必要です。 

そのため、平素から大津市危機管理基

議員の心構え 
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本計画、大津市地域防災計画と付随する

災害時大津市職員行動マニュアルについ

て理解を深めておくことが重要です。 

災害時においては、その初期を中心に、

議会の機能とは別に、被災した市民の救援

や被害の復旧のために、非常の事態に即

応した地域の一員としての活動を果たす

役割が求められることも事実です。議員は、

議会機能を維持するという根幹的な役割

を十分に認識する中で、地域活動などに

従事する役割を担います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市 災害対応 
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平時の備え 

通信端末機器 

議会局からの連絡に対応できるよう心

がけます。通信端末機器を携帯し、電子メ

ールによる議会局からの連絡対応に備え

ます。 

 

安否確認 

いざというときに家族の安否が確認で

きるよう、日頃からお互いの行動について

確認し合うことを習慣化します。 

 

避難連絡 

建物においては、まず避難経路や非常

口を確認することを習慣化します。 

 

ハンカチ 

煙や埃を吸わないように、ハンカチを携

帯することを習慣化します。できればマス

クも常備します。また、ポケットティッシュ
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も様々な用途で使用できるため、携帯しま

す。 

 

飲食物 

ライフラインや流通が一時的に断たれて

も、飲食物を携行していれば生命を維持す

ることができます。栄養補助食品型菓子、

ペットボトルの飲料などを備えておくこと

を習慣化します。 

 

照明 

懐中電灯は、暗闇を照らすほか、合図を

発信することにも使用できるため、小型の

ものを携行することも有用です。 

 

油性ペン 

雨や水にも耐えられる油性ペンを筆箱

に入れておくことも重要な視点です。 
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非常時の心得 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地震 

低い姿勢 

頭部を保護 

非常口 

避難経路を確認 

周囲の状況を把握 
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■衣服に火がついたとき 

 

■避難時         

煙をさけて 

低いところには空気が 

残っています。 

■煙で視界が悪いとき 

低い姿勢を保ち 

                  しながら移動 

 

 

ひざ下（50 ㎝程度）の冠水でも、行動が取

りにくくなったり、車の場合はエンジンが

停止することもあります。 

 

 

も選択肢です。 

火災 

ストップ 
（止まる） 

ドロップ 
（倒れる） 

ロール 
（転がる） 

低い姿勢を 

壁に手を当てて方向を確認 

水害 

垂直避難 

（高いところに逃げる） 
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議会 BCPの対象となる災害 

 

   震度５強以上 

 

 

   台風 

   暴風 

   豪雨 

   洪水 

   土砂災害など 

   局地的又は広範囲な災害が発生また、 
そのおそれがあるもの 

 

 

   大規模火災などの大規模な事故 

   原子力災害 

   新型インフルエンザなどの感染症 

   大規模なテロなど 

   大規模な被害が発生し、又はそのおそれが 
あるもの 

想定災害 

地
震 

風
水
害 

そ
の
他 
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    □議員の安否確認、情報収集 

    □議会業務継続会議を設置 

 

 

 

 

    □災害情報の収集・掌握・共有 

 

 

 

 

    □議会機能の早期復旧 

 

 

 

    □平常時の議会組織体制へ 

 

●初動期（発災直後～３日） 

 

 

１
か
月
間
の
行
動
原
則 

行動形態 

基本的行動形態 
災害 
発生 

議員は、業務継続会議からの参
集指示があるまでは、地域の救

援活動などに当たる。 

議員は、業務継続会議からの参
集指示があれば、速やかに参集

し、議員活動に専念 

●中期（３日～７日） 

●後期（７日～１か月） 

本会議・委員会を開催し、復旧・

復興予算などを審議 

●１か月 

復興計画などについて議会とし

て審議 
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初動行動 
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業務継続会議の議員 その他の議員 

参集 

業務継続会議
の任務に当た
る 
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【議員安否確認表】 
●議会局へ安否報告 
 議会局へ安否の報告をする際の報告事項は
次のとおりです。 
 
①議員及びその家族の安否の状況         

②議員の所在地                  

③議員の居宅の被害状況            

④議員の参集の可否と参集が可能な時期  

⑤議員の連絡先（家族などの連絡先）     

⑥地域の被災状況                 
 

【情報収集連絡表】 

●災害情報の収集 

 災害情報の収集をする際は、次の要素に着

目します。 
 
①発生概要                     

②被害状況                     

③応急対策の状況                 

④市民の避難状況                 

⑤市民のニーズ                   
※各表記載の事項を基本に、通信端末機器で撮
影した災害現場の写真なども議会局に報告 
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公共交通機関が利用できないことを想

定し、徒歩での参集を基本に、道路状況等

を踏まえ、安全を最優先に考え必要な交通

用具にて参集 
 

 

災害場所や道路状況等を踏まえ、安全

を最優先に考え必要な交通用具にて参集 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参集基準 

参集方法（手段） 

地震・風水害（全域の場合） 

風水害（局地の場合）・その他 

※参集途上、被災者の救命が必要となった場合 

当該救命活動を優先 

この場合、直ちに議会局に報告 

※参集に支障のない可能な範囲で災害情報を 
収集 

参集場所 

業務継続会議が指示する 
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◆基本の服装◆ 

□防災服 □ヘルメット □防災靴 
 
※自身の安全を確保できる服装 

※冬季は防寒対策を行うこと。 

 

 

 

□通信端末機器  □軍手 

□筆記用具     □ハンカチ・タオル 

□３日分の食料   □マスク 

□飲料水       □着替えなど 

 

 

                            

                            

                            

                            

                            

                            

服装 

携行品 
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 自身が被災することも想定し、災害時に

おける自身の行動形態や議会局の連絡事

項などについて、その伝達方法などを含め

て家族間で定め、情報を共有しておくこと

が必要です。 

 

参集の判断基準 

災害発生 

自身・家族の被災又は住居の被害 

ある ない 速やかに参集 

自身が被災 
救護を要する 

家族が被災 住居のみ被害 

家族等から伝達 
（可能な手段で） 

死亡 
重症 

 

軽傷 家族を避難さ
せた後、参集 

状況を議会局に連絡 応急手当等を行った
後、可能な場合、参集 



17 

 

 

 

 災害現場では通信端末機器を活用し、災

害の写真や動画を撮影し、Microsoft 

Teams「現場連絡用」チャネルにデータを

アップロードします。 

 

 

 災害現場と議会業務継続会議では、

Microsoft Teamｓを活用し、災害情報

を発信し、共有します。 

 

※使用方法は、防災訓練用操作マニュアル

（サイボウズの「ファイル管理」）を参照 

 

 

 

 

 

 

災害情報の収集 

災害情報の収集 

災害情報の発信・共有 
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関係連絡先 

 携帯電話の電話帳が使えなくなった場合

に備え、関係連絡先を記録しておきます。 

 
 

議

会

局 

ＴＥＬ 077-528-2640 

FAX 077-521-0409 

Mail otsu2002@city.otsu.lg.jp 
 

危機・防災対策課 077-528-2616 

市民病院 077-522-4607 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


